
石川県

漁　　港
番　　号

漁   港   名 読　　　み 種別
所　　在　　地
（市 町 村 名）

漁       港
管  理  者

漁         業
協 同 組 合

分区
海岸
保全
区域

港則
法

適用

ビジ
ター
受入

指     定
年 月 日

区域変更
年 月 日

離島
・

半島

有人国境
離島

備  考

2410010 東浜 ﾄｳﾉﾊﾏ 1 七尾市 七尾市 石　川　県 ◎ S27.12.29 半島

2410020 黒崎 ｸﾛｻｷ 1 七尾市 七尾市 石　川　県 ◎ S27.12.29 半島

2410030 上佐佐波 ｶﾐｻｻﾞﾅﾐ 1 七尾市 七尾市 石　川　県 ◎ S27.12.29 半島

2410050 百海 ﾄﾞｳﾐ 1 七尾市 七尾市 石　川　県 S28.3.5 半島

2410060 江泊 ｴﾉﾄﾏﾘ 1 七尾市 七尾市 石　川　県 S27.12.29 S43.3.30 半島

2410070 鵜浦 ｳﾉｳﾗ 1 七尾市 七尾市 石　川　県 ◎ S27.12.29 半島

2410080 三室 ﾐﾑﾛ 1 七尾市 七尾市 石　川　県 ◎ ○ S27.12.29 半島

2410090 野崎 ﾉｻﾞｷ 1 七尾市 七尾市 石　川　県 S26.12.13 H16.10.1 半島

2410100 祖母ヶ浦 ﾊﾞｶﾞｳﾗ 1 七尾市 七尾市 石　川　県 ◎ S27.12.29 H16.10.1 半島

2410110 向田 ｺｳﾀﾞ 1 七尾市 七尾市 石　川　県 ◎ S27.12.29 H16.10.1 半島

2410120 曲 ﾏｶﾞﾘ 1 七尾市 七尾市 石　川　県 ◎ S27.12.29 H16.10.1 半島

2410123 三ヶ浦 ｻﾝｶﾞｳﾗ 1 七尾市 七尾市 石　川　県 3 ◎ S50.11.15 H16.10.1 半島

2410125 中島 ﾅｶｼﾞﾏ 1 七尾市 七尾市 石　川　県 2 ◎ S45.8.8 H3.11.13 半島

2410130 新崎 ﾆﾝｻﾞｷ 1 鳳珠郡穴水町 穴水町 石　川　県 ◎ S39.1.22 半島

2410140 岩車 ｲﾜｸﾞﾙﾏ 1 鳳珠郡穴水町 穴水町 石　川　県 ◎ S39.1.22 半島

2410150 鹿波 ｶﾅﾐ 1 鳳珠郡穴水町 穴水町 石　川　県 ◎ S29.7.12 半島

2410160 曾良 ｿﾗ 1 鳳珠郡穴水町 穴水町 石　川　県 ◎ S29.7.12 半島

2410170 甲 ｶﾌﾞﾄ 1 鳳珠郡穴水町 穴水町 石　川　県 ◎ S29.7.12 半島

2410180 沖波 ｵｷﾅﾐ 1 鳳珠郡穴水町 穴水町 石　川　県 ◎ S27.12.29 半島

2410190 前波 ﾏｴﾅﾐ 1 鳳珠郡穴水町 穴水町 石　川　県 ○ S27.12.29 半島

2410200 宇加川 ｳｶｶﾞﾜ 1 鳳珠郡穴水町 穴水町 石　川　県 ○ S27.12.29 半島

2410210 古君 ﾌﾙｷﾐ 1 鳳珠郡穴水町 穴水町 石　川　県 ◎ S27.12.29 半島

2410215 鵜川 ｳｶﾜ 1 鳳珠郡能登町 能登町 石　川　県 ◎ S26.12.13 H17.3.1 半島

2410220 七見 ｼﾁﾐ 1 鳳珠郡能登町 能登町 石　川　県 ◎ S27.12.29 H17.3.1 半島

2410230 矢波 ﾔﾅﾐ 1 鳳珠郡能登町 能登町 石　川　県 S27.12.29 H17.3.1 半島

2410240 波並 ﾊﾅﾐ 1 鳳珠郡能登町 能登町 石　川　県 ○ S26.12.13 H17.3.1 半島

2410250 藤波 ﾌｼﾞﾅﾐ 1 鳳珠郡能登町 能登町 石　川　県 ○ S27.12.29 H17.3.1 半島

2410260 羽根 ﾊﾈ 1 鳳珠郡能登町 能登町 石　川　県 ◎ S30.10.21 H17.3.1 半島

2410270 小浦 ｵｳﾗ 1 鳳珠郡能登町 能登町 石　川　県 S30.10.21 H17.3.1 半島

2410290 白丸 ｼﾛﾏﾙ 1 鳳珠郡能登町 能登町 石　川　県 ◎ S29.10.30 H17.3.1 半島

2410300 比那 ﾋﾞﾅ 1 鳳珠郡能登町 能登町 石　川　県 ◎ S31.7.6 H17.3.1 半島

2410310 小泊 ｺﾄﾞﾏﾘ 1 珠洲市 珠洲市 石　川　県 ◎ S27.12.29 半島

2410320 寺家 ｼﾞｹ 1 珠洲市 珠洲市 石　川　県 ◎ S27.12.29 半島

2410330 長橋 ﾅｶﾞﾊｼ 1 珠洲市 珠洲市 石　川　県 2 ○ S31.7.6 R8.2.26 半島

2410340 真浦 ﾏｳﾗ 1 珠洲市 珠洲市 石　川　県 ◎ S27.12.29 半島

2410350 曽々木 ｿｿｷﾞ 1 輪島市 輪島市 石　川　県 ◎ S27.12.29 H18.2.1 半島

2410360 光浦 ﾋｶﾘｳﾗ 1 輪島市 輪島市 石　川　県 ◎ S27.12.29 半島

2410370 鵜入 ｳﾆｭｳ 1 輪島市 輪島市 石　川　県 2 S26.7.28 H17.8.26 半島

2410380 大沢 ｵｵｻﾞﾜ 1 輪島市 輪島市 石　川　県 ◎ S27.12.29 半島

2410390 皆月 ﾐﾅﾂﾞｷ 1 輪島市 輪島市 石　川　県 ○ S27.12.29 H18.2.1 半島

2410400 深見 ﾌｶﾐ 1 輪島市 輪島市 石　川　県 ○ S27.12.29 H18.2.1 半島

2410415 黒島 ｸﾛｼﾏ 1 輪島市 輪島市 石　川　県 ◎ S26.7.28 H18.2.1 半島

2410420 赤神 ｱｶｶﾐ 1 輪島市 輪島市 石　川　県 S27.12.29 H18.2.1 半島

2410430 剱地 ﾂﾙｷﾞｼﾞ 1 輪島市 輪島市 石　川　県 ○ S27.12.29 H18.2.1 半島

2410443 赤崎 ｱｶｻｷ 1 羽咋郡志賀町 志賀町 石　川　県 ◎ S27.12.29 H17.9.1 半島

2410450 領家 ﾘｮｳｹ 1 羽咋郡志賀町 志賀町 石　川　県 ◎ S27.12.29 H17.9.1 半島

2410460 七海 ｼﾂﾐ 1 羽咋郡志賀町 志賀町 石　川　県 S27.12.29 H17.9.1 半島

2410470 赤住 ｱｶｽﾐ 1 羽咋郡志賀町 志賀町 石　川　県 2 ◎ S27.12.29 H17.9.1 半島

2410475 安部屋 ｱﾌﾞﾔ 1 羽咋郡志賀町 志賀町 石　川　県 2 ◎ S27.12.29 H17.9.1 半島

2410476 高浜 ﾀｶﾊﾏ 1 羽咋郡志賀町 志賀町 石　川　県 S26.7.28 H17.9.1 半島

2410480 大島 ｵｼﾏ 1 羽咋郡志賀町 志賀町 石　川　県 S27.12.29 H17.9.1 半島

2410490 柴垣 ｼﾊﾞｶﾞｷ 1 羽咋市 羽咋市 石　川　県 ◎ S27.12.29 半島

2410500 羽咋 ﾊｸｲ 1 羽咋市 羽咋市 石　川　県 ◎ S29.7.12 半島

2410505 美川 ﾐｶﾜ 1 白山市 白山市 石　川　県 S29.10.30 H9.2.24

2410510 安宅 ｱﾀｶ 1 小松市 小松市 石　川　県 ◎ S26.7.28

2420010 庵 ｲｵﾘ 2 七尾市 七尾市 石　川　県 ◎ S27.12.29 H19.9.14 半島
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2420015 下佐々波 ｼﾓｻｻﾞﾅﾐ 2 七尾市 七尾市 石　川　県 ◎ S27.12.29 H16.10.1 半島

2420020 石崎 ｲｼｻﾞｷ 2 七尾市 石川県 石　川　県 ◎ ○ S26.7.28 H16.10.1 半島

2420030 鰀目 ｴﾉﾒ 2 七尾市 七尾市 石　川　県 2 ◎ S27.12.29 H16.10.1 半島

2420045 高倉 ﾀｶｸﾗ 2 鳳珠郡能登町 石川県 石　川　県 ○ S41.3.31 H17.3.1 半島

2420050 松波 ﾏﾂﾅﾐ 2 鳳珠郡能登町 能登町 石　川　県 ○ S26.7.28 H17.3.1 半島

2420060 鵜飼 ｳｶｲ 2 珠洲市 珠洲市 石　川　県 ◎ S26.7.28 半島

2420070 名舟 ﾅﾌﾈ 2 輪島市 輪島市 石　川　県 S27.12.29 半島

2420075 鹿磯 ｶｲｿ 2 輪島市 石川県 石　川　県 ○ S26.7.28 H18.1.31 半島

2430010 蛸島 ﾀｺｼﾞﾏ 3 珠洲市 石川県 石　川　県 ◎ S26.7.28 S63.8.24 半島

2430020 橋立 ﾊｼﾀﾞﾃ 3 加賀市 石川県 石　川　県 ◎ S26.12.13 S55.5.6

2440010 狼煙 ﾉﾛｼ 4 珠洲市 石川県 石　川　県 2 ◎ S27.12.29 H3.11.13 半島

2440020 舳倉島 ﾍｸﾞﾗｼﾞﾏ 4 輪島市 石川県 石　川　県 S26.7.28 H17.3.14 離島 特定国境離島

2440030 富来 ﾄｷﾞ 4 羽咋郡志賀町 石川県 石　川　県 ◎ S26.7.28 H17.8.29 半島

（注）

１．分区欄は、分区の指定がある漁港について本港を含めた当該漁港全体の分区数を表す。
２．海岸保全区域欄は、「○」は海岸保全区域指定済漁港、「◎」は海岸保全区域指定済漁港中、海岸法第５条第４項の漁港区域に接する海岸保全区域指定済漁港を表す。
３．港則法適用欄は、「○」が港則法適用漁港、「◎」は関税法上の開港を表す。
４．ビジター（一時利用をいう。）受入欄は、ビジター艇の受入を行っている漁港を「○」で表す。
５．指定年月日の欄は、一番最初に指定された告示年月日、区域変更年月日の欄は、現在の漁港の区域となった告示年月日を表す。
６．離島・半島欄の「離島」は離島振興法（昭和28年法律第72号）に基づく離島振興対策実施地域、「半島」は半島振興法（昭和60年法律第63号）に基づく半島振興対策実施
地域、「奄美」は奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）に基づく奄美群島に所在する漁港を表す。
７．有人国境離島欄の「国境離島」又は「特定国境離島」は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法（平成28年法
律第33号）に基づく有人国境離島地域又は特定有人国境離島地域を構成する離島に存在する漁港を表す。
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